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代第2編古

第
五
章
　
平
安
時
代
の
金
生
荘

一
　
は
じ
め
に

390

　
町
内
に
金
生
と
い
う
村
が
あ
っ
て
、
カ
ノ
ウ
と
読
む
。
こ
の
名
前
は
『
和
名
類
聚
抄
』
と
い
う
平
安
時
代
の
書
物
に
登
場
し
て
い

る
。
『
和
名
類
聚
抄
』
は
、
今
か
ら
一
〇
〇
〇
年
以
上
も
前
の
承
平
年
間
（
九
三
一
～
九
三
八
）
の
成
立
で
、
郡
の
名
前
と
郷
の
名

前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
筑
前
国
に
は
遠
賀
・
嘉
麻
・
穂
波
・
宗
像
・
糟
屋
と
い
っ
た
郡
に
並
ん
で
鞍
手
の
名
前
が
み
え
る
。
江
戸
時

代
が
終
わ
る
ま
で
、
こ
れ
ら
各
郡
の
名
前
、
枠
組
み
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
嘉
麻
、
穂
波
が
嘉
穂
郡
に
な
っ
た
り
は

し
た
が
、
多
く
は
そ
の
ま
ま
に
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る
。
鞍
手
郡
内
の
郷
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
鞍
手
郡

　
　
　
金
生
－
加
奈
布
　
二
田
一
布
多
多
　
生
見
－
以
久
美
、
年
無
美
　
十
市
－
止
布
知

　
　
　
新
分
－
爾
比
岐
多
　
粥
田
－
加
都
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぎ
た

　
以
上
の
よ
う
に
、
当
時
鞍
手
郡
は
六
つ
の
郷
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
新
北
（
鞍
手
町
新
北
）
、
粥
田
（
宮
田
町
香
井
田
・
頴
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
く
み

町
）
、
生
見
（
宮
田
町
大
字
宮
田
字
生
見
）
な
ど
、
古
代
下
名
が
地
名
と
し
て
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
愚
生
に
は
「
加
奈

布
」
と
読
む
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
金
生
も
今
と
同
様
に
金
生
と
書
い
て
「
か
な
ふ
」
（
か
の
う
）
と
発
音
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
地
名
が
よ
ほ
ど
に
古
い
も
の
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
比
定
地
未
詳
は
二
田
で
あ
る
。
十
市
に
つ
い
て
は
若
宮
町
大
字
沼
口
に
字
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都
地
と
字
都
地
原
と
が
あ
り
、
こ
こ
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
そ
の
な
か
で
、
金
生
に
関
し
て
は
多
く
の
古
文
書
が
残
っ
て
い
る
。
東
京
芸
術
大
学
が
所
管
す
る
国
宝
「
観
世
音
寺
資
財
帳
」

が
そ
れ
で
あ
る
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
観
世
音
寺
の
所
領
・
建
物
ほ
か
財
産
目
録
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
を
資
財
帳
と
い
い
、
こ

れ
は
観
世
音
寺
僧
の
引
継
文
書
と
し
て
大
切
に
保
存
さ
れ
た
。
保
安
元
年
（
一
一
二
〇
）
観
世
音
寺
領
は
、
東
大
寺
の
所
領
に
な
っ

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
資
財
帳
が
東
大
寺
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
の
で
あ
る
。
貴
重
な
史
料
も
、
い
つ
し
か
東
大
寺
か
ら
流
出
し
た
。

そ
う
い
う
経
緯
が
あ
っ
て
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
、
今
は
国
保
有
に
な
っ
て
い
る
（
週
刊
朝
日
百
科
『
日
本
の
国
宝
』
5
0
）
。
全
三

巻
に
も
及
ぶ
膨
大
な
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
楽
生
封
が
「
金
成
郷
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
金
言
が
観
世
音
寺
の
封
（
所
領
）

と
な
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
「
鞍
手
郡
五
十
姻
　
金
成
郷
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
金
成
郷
と
あ
る
が
金
三
郷
の
誤
り
か
、
あ
る
い

は
こ
れ
で
「
か
の
う
」
と
読
ま
せ
て
い
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
嘉
麻
郡
五
十
姻
が
碓
井
封
に
あ
っ
て
、
延
喜
五
年
の
段
階
で
筑

前
国
に
あ
っ
た
観
世
音
寺
の
所
領
と
な
っ
た
家
は
、
合
計
壱
百
姻
（
一
〇
〇
戸
）
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
そ
れ
よ
り
早
く
、
こ
の
一
〇
〇
戸
が
み
え
て
い
る
史
料
に
「
新
抄
格
勅
符
抄
」
と
い
う
法
令
集
が
あ
る
。
成
立
年
代
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
う

不
明
な
が
ら
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
太
政
官
符
（
太
政
官
か
ら
の
指
令
文
書
）
や
太
政
官
牒
（
対
等
の
官
に
宛
て
た
文
書
）
を
収
め

て
い
る
。
そ
の
な
か
の
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
牒
（
寺
封
部
）
に
「
大
宰
観
音
寺
　
二
百
戸
　
　
丙
戌
美
里
　
筑
前
国
百
戸
　
筑
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
と

国
百
戸
」
と
あ
る
。
こ
の
筑
前
分
が
、
先
の
観
世
音
寺
の
封
壱
百
燗
の
前
身
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
丙
戌
と
は
干
支
で
あ

り
、
こ
の
干
支
は
六
〇
年
に
一
度
し
か
こ
な
い
。
じ
つ
は
こ
の
大
同
元
年
が
丙
戌
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
該
年
と
な
る
大
同
元
年
を

さ
し
て
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
「
施
」
の
意
味
は
「
導
入
」
で
あ
っ
て
、
成
立
起
源
を
さ
す
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
再
施
入
が
行
わ
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
年
が
記
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
観
世
音
寺
の
封
の
こ
と
は
、
大
同
元
年
以
前
に
も
、
『
祭
日
本
紀
』
お
よ
び
『
扶
桑
略
記
』
の
大
宝
元
年
（
七
〇
二
）
八
月
条
や
、
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『
続
日
本
紀
』
の
天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
三
月
条
に
も
み
え
て
い
る
。
仮
に
そ
れ

ら
よ
り
も
早
く
「
丙
戌
」
年
を
求
め
る
と
な
る
と
、
大
宝
元
年
以
前
の
丙
戌
は
天
武

十
四
年
、
す
な
わ
ち
持
統
元
年
に
あ
た
る
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
し
か
な
い
。
大
同

元
年
の
一
二
〇
年
前
で
あ
っ
た
。
観
世
音
寺
は
尊
翰
明
天
皇
（
皇
極
天
皇
）
の
冥
福

を
祈
っ
た
天
智
天
皇
（
中
大
兄
皇
子
、
六
二
六
～
六
七
一
）
の
発
願
に
か
か
る
。
斉

明
天
皇
は
斉
明
七
年
（
六
六
一
）
に
百
済
救
援
軍
を
率
い
て
朝
倉
宮
に
駐
留
中
に
病

死
し
て
い
る
。
九
州
に
菩
提
寺
を
建
設
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
在
世
中
に
は

完
成
せ
ず
、
長
い
年
月
を
要
し
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
に
完
成
し
た
。
康
治
三
年

観
世
音
寺
解
に
「
尋
草
創
者
則
　
天
智
天
皇
之
聖
代
、
終
土
木
者
亦
　
天
武
皇
帝
之

明
時
圏
」
（
明
時
は
太
平
の
世
、
聖
代
に
対
応
す
る
言
葉
）
と
あ
る
か
ら
、
平
安
時

代
の
寺
伝
で
は
天
武
天
皇
の
と
き
（
～
六
八
六
）
に
完
成
し
た
と
し
て
い
る
。
天
武

天
皇
の
母
も
斉
明
天
皇
で
あ
る
。
晩
年
こ
そ
対
立
し
た
兄
で
は
あ
っ
た
が
、
自
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ら
ん

時
代
の
最
後
に
、
観
世
音
寺
の
主
要
伽
藍
を
整
備
し
、
財
政
基
盤
を
確
立
し
た
。

持
統
天
皇
に
継
承
さ
れ
た
。

　
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
観
世
音
寺
に
戒
壇
院
が
置
か
れ
た
よ
う
に
、

金
時
封
は
、
「
丙
戌
」
年
す
な
わ
ち
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
う
ほ

持
費
と
建
設
費
を
ま
か
な
う
国
営
農
圃
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
が
、
や
が
て
そ
れ
が
困
難
に
な
る
と
、
保
安
元
年
（
＝

東大寺大仏殿

遺
志
は
妻
で
あ
り
、
天
智
天
皇
二
女
で
も
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
観
世
音
寺
は
官
寺
（
国
営
寺
院
）
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

に
観
世
音
寺
領
に
定
め
ら
れ
た
。
建
設
途
上
に
あ
っ
た
国
営
寺
院
の
維

　
　
大
宰
府
の
強
い
管
理
下
に
あ
っ
て
、
以
後
も
寺
領
と
し
て
機
能
し

二
〇
）
東
大
寺
末
寺
と
な
っ
て
、
そ
の
領
に
移
管
さ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
に
金
生
封
の
歴
史
は
今
か
ら
＝
二
〇
〇
年
以
上
も
前
か
ら
わ
か
る
。
日
本
に
は
無
数
の
村
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
古

い
歴
史
が
わ
か
る
地
域
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

　
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
金
尽
封
の
歴
史
も
詳
し
く
わ
か
る
。
長
承
二
年
（
一
＝
二
三
）
の
観
世
音
寺
運
上
米
を
み
る
と
、
金

生
米
一
五
〇
石
は
寺
領
で
あ
る
ほ
か
の
地
域
よ
り
も
多
く
、
二
番
目
の
山
鹿
米
一
〇
〇
石
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。
当
時
の
度
量
衡

は
、
現
行
の
も
の
と
違
っ
て
は
い
た
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
い
た
。
お
お
よ
そ
の
目
安
で
い
え
ば
、
金
生
米
一
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
せ
ち
ち
ょ
う

石
は
現
在
の
四
斗
俵
で
三
七
五
俵
に
な
る
。
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
観
世
音
寺
の
年
中
仏
事
の
相
当
帳
を
み
る
と
（
相
折
は
相

節
と
も
い
い
、
分
担
を
示
す
）
、
正
月
の
行
事
で
あ
る
修
正
会
の
第
七
夜
の
砒
奈
寺
法
究
料
を
金
生
録
が
「
立
用
」
（
負
担
）
し
、
四

箇
日
僧
供
二
四
八
前
輿
二
四
石
八
斗
の
う
ち
、
第
四
日
と
第
十
日
を
下
生
封
が
勤
め
た
。
一
日
に
六
二
前
（
「
前
」
は
膳
に
同
じ
）

だ
か
ら
一
二
四
前
、
一
幅
で
一
斗
の
計
算
だ
か
ら
、
一
二
石
叩
斗
の
負
担
で
あ
る
。
ま
た
観
世
音
寺
領
に
四
品
す
な
わ
ち
山
北
封
、

大
石
封
、
碓
井
封
、
金
墨
銀
が
あ
っ
た
が
、
年
中
仏
事
の
う
ち
、
四
箇
日
僧
供
は
、
四
封
全
体
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ

の
た
め
の
講
料
は
各
封
が
そ
れ
ぞ
れ
炊
飯
、
親
分
一
石
五
斗
ず
つ
、
計
三
石
を
負
担
す
る
。
さ
ら
に
童
生
封
は
十
月
十
五
日
の
大
阿

弥
陀
会
僧
供
炊
飯
の
四
賀
料
も
負
担
し
た
。
誓
書
封
か
ら
取
れ
た
米
は
観
世
音
寺
に
運
ば
れ
て
、
大
勢
い
た
僧
侶
の
食
事
あ
る
い
は

仏
事
の
際
の
諸
経
費
に
あ
て
ら
れ
た
。
金
生
封
は
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
永
暦
二
年
（
一
一
六
〇
）
、
観
世
音
寺
が
本
寺
す
な
わ
ち
東
大
寺
に
年
貢
を
送
っ
た
記
録
が
あ
る
。
正
米
つ
ま
り
東
大
寺
に

届
け
た
米
は
七
〇
石
で
、
そ
れ
と
は
別
に
そ
の
半
分
に
相
当
す
る
米
を
運
送
費
と
し
て
金
剛
封
が
負
担
し
た
。
そ
の
運
送
費
の
内
訳

は
次
の
よ
う
に
な
る
。
運
送
役
の
統
領
で
あ
る
梶
取
に
五
車
二
斗
、
実
際
の
運
行
責
任
者
と
思
わ
れ
る
水
手
は
四
人
い
て
全
体
で
一

二
石
、
船
の
使
用
料
が
四
石
九
斗
、
本
賃
料
（
湊
ご
と
に
雇
う
人
夫
・
漕
手
の
賃
金
）
が
三
石
五
斗
、
欠
料
（
米
が
濡
れ
て
損
害
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
た

出
た
と
き
の
損
害
保
険
分
）
が
二
石
八
斗
、
平
駄
賃
料
が
七
斗
と
国
津
川
下
平
駄
賃
料
が
一
石
二
半
で
あ
っ
た
。
平
駄
と
は
艦
の
こ
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と
で
、
平
田
と
も
書
き
表
さ
れ
る
。
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
に
成
立
し
た
『
新
撰
字
鏡
』
に
「
瞳
鑑
狭
長
也
　
比
良
太
也
」
、
養
和

元
年
（
一
一
八
一
）
に
成
立
し
た
『
色
葉
字
類
抄
』
に
「
艦
　
ヒ
ラ
ダ
」
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
宣
教
師
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
『
日
葡
辞
書
』
に
「
国
重
心
ま
た
は
閃
貯
讐
9
、
川
舟
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
な
、
幅
が
広
く
て
底
の
浅
い
舟
」
と

あ
る
。
犬
鳴
川
上
流
域
と
遠
賀
川
本
流
域
で
、
荷
を
大
き
な
艦
に
積
み
替
え
た
。
そ
れ
と
別
に
舟
の
賃
料
も
あ
っ
た
。
国
津
川
は
遠

賀
川
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
途
中
お
そ
ら
く
笹
野
か
木
屋
瀬
あ
た
り
で
大
型
の
艦
に
替
え
た
。
ほ
か
に
水
手
へ
の
功
物
料
、
謝
礼
と
し

て
絹
二
〇
疋
が
必
要
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
う

　
こ
の
よ
う
に
若
宮
町
は
古
代
の
歴
史
が
詳
細
に
わ
か
る
希
有
な
地
域
で
あ
る
。

金生荘遠景
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